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▼
区
立
創
業
支
援
施
設
条
例

区
内
に
お
い
て
創
業
す
る
者
、

新
た
に
別
の
分
野
へ
進
出
す
る
中

小
企
業
者
等
を
支
援
す
る
た
め
、

武
蔵
小
山
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー
を

設
置
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
創

業
支
援
セ
ン
タ
ー
２
施
設
を
公
の

施
設
と
し
て
位
置
付
け
る
。

〔
創
業
支
援
施
設
の
名
称
お
よ
び

所
在
地
〕

天
王
洲
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー
　

東
品
川
二
丁
目
２
番
25
号

西
大
井
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー
　

西
大
井
一
丁
目
１
番
２
号

武
蔵
小
山
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー

小
山
三
丁
目
27
番
５
号

〔
創
業
支
援
施
設
に
設
け
る
施
設
〕

事
務
室
、
共
同
事
務
室
、
店
舗
、

会
議
室

施
行
期
日
　
規
則
で
定
め
る
日

▼
区
立
学
校
設
置
条
例

第
一
日
野
小
学
校
の
位
置
を
変

更
す
る
。

〔
現
　
行
〕

西
五
反
田
六
丁
目
６
番
19
号

〔
改
正
後
〕

西
五
反
田
六
丁
目
５
番
32
号

施
行
期
日
　
平
成
22
年
４
月
１
日

▼
区
立
幼
稚
園
条
例

第
一
日
野
幼
稚
園
の
位
置
を
変

更
す
る
。

〔
現
　
行
〕

西
五
反
田
六
丁
目
６
番
６
号

〔
改
正
後
〕

西
五
反
田
六
丁
目
５
番
６
号

施
行
期
日
　
平
成
22
年
４
月
１
日

▼
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
お

よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

区
長
提
案

区
長
提
案

条
例
（
新
規
）
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平成21年
第4回定例会
11/26～12/8

平成21年
第4回定例会
11/26～12/8

平
成
２１
年
第
4
回
定
例
会
は
、
１１
月
２６
日

か
ら
１２
月
8
日
ま
で
の
１３
日
間
の
会
期
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

区
長
か
ら
、「
区
立
創
業
支
援
施
設
条
例
」

な
ど
の
議
案
が
、
議
員
よ
り
「
区
議
会
議
員

の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に

関
す
る
条
例
（
一
部
改
正
）」
な
ど
の
議
案
が

そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
、
慎
重
審
議
の
結
果
、

次
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、
概

要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
4
回
定
例
会
の
議
案

条
例
（
一
部
改
正
）

月
額
報
酬
を
受
け
る
行
政
委
員

会
の
委
員
等
が
、
月
の
中
途
で
就

職
、
退
職
な
ど
を
し
た
場
合
に
お

け
る
報
酬
を
、
日
割
り
に
よ
り
計

算
し
、
支
給
す
る
。

施
行
期
日
　
平
成
22
年
１
月
１
日

▼
区
長
お
よ
び
副
区
長
の
給
与
お

よ
び
旅
費
条
例

区
長
、
副
区
長
お
よ
び
区
議
会

議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を
、

０
・
28
月
分
引
き
下
げ
る
。
な
お
、

本
年
度
に
つ
い
て
は
、
６
月
の
期

末
手
当
の
凍
結
分
０
・
15
月
分
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
し
、
残
り
の

０
・
13
月
分
を
12
月
の
期
末
手
当

か
ら
差
し
引
く
。
ま
た
、
代
表
監

査
委
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
引
き
下
げ
と
す
る
。

施
行
期
日
　
公
布
の
日

▼
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
お

よ
び
旅
費
な
ら
び
に
勤
務
時
間
そ

の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

教
育
委
員
会
教
育
長
の
期
末
手

当
の
支
給
月
数
を
、
０
・
28
月
分

引
き
下
げ
る
。
な
お
、
本
年
度
に

つ
い
て
は
、
６
月
の
期
末
手
当
の

凍
結
分
０
・
15
月
分
を
支
給
し
な

い
こ
と
と
し
、
残
り
の
０
・
13
月

分
を
12
月
の
期
末
手
当
か
ら
差
し

引
く
。

施
行
期
日
　
公
布
の
日

▼
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
に
基

づ
き
、
職
員
の
給
与
に
関
し
、
所

要
の
改
正
を
行
う
。

a

地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
16

％
か
ら
17
％
へ
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
給
料
表
の
引
き
下
げ

改
定
を
行
い
、
月
例
給
与
を
１

千
605
円
程
度
の
減
額
と
す
る
。

s

期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
月

数
を
６
月
の
期
末
・
勤
勉
手
当

の
凍
結
部
分
と
合
わ
せ
て
０
・

35
月
分
引
き
下
げ
る
。

施
行
期
日
　
平
成
22
年
１
月
１
日

（
た
だ
し
、
勤
勉
手
当
に
係
る
改


